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１.組織の概要 

１. 名称及び代表者名 

株式会社ニホンケミカル/株式会社メタルプロ 

代表取締役社長 石田雅裕 

２. 所在地 

ニホンケミカル本社 〒729-0413 広島県三原市本郷町南方 8827-1 

メタルプロ本社工場 同上 

メタルプロ本社第二工場 〒729-0413 広島県三原市本郷町南方字竹之下 11326 

３. 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先 

責任者 管理本部 延廣学 TEL：0848-86-6363 

担当者 同上       FAX：0848-86-6714 

             e-mail：nobuhiro@nihonchemical.co.jp 

４. 事業内容 

金属表面処理業 

主要製品：ショットブラスト加工、プライマー加工、製品ブラスト加工 

形鋼切断・曲げ加工 

５. 事業の規模 

製品出荷額 7 億円（2021 年 7 月〜2022 年 6 月度）本社・第二工場 

主要製品生産量 34,096 トン（2021 年 7 月〜2022 年 6 月度）本社・第二工場 

６. 事業年度 7 月〜翌年 6 月 

 

 

 

 

mailto:nobuhiro@nihonchemical.co.jp
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2.認証・登録の対象組織、活動 

 
 

 
１. 登録事業者名 

株式会社ニホンケミカル 

２. 対象事業所 

ニホンケミカル本社 

メタルプロ本社工場 

メタルプロ本社第二工場 

３. 対象外事業所 

ニホンケミカル浦安支店 

NCS 浦安工場 

４. 関連企業 

ショット・サービス 

泉北スチールセンター 

函館スチールセンター 

 

活動 

金属表面処理業 

 
※1. ニホンケミカルグループ（対象３事業所、対象外２事業所、関連３企業）の内、対象

３事業所の段階的認証です。 
※2. 4 年以内（2026 年）に全組織・全活動への認証拡大に取組みます。 
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3.環境経営方針 
 

基本理念 

当社は、ショットブラスト＆塗装及び鋼材の切断＆曲げ加工を主とする事業活動において、

地球環境の保全が社会共通の重要課題であることを認識し、環境並びに温暖化対策・省エネ

に配慮した企業活動を行い、より豊かな社会の発展に貢献します。 

 

環境行動指針 

環境マネジメントシステムを確立し、運用することによって、継続的改善を誓約します。 

 

１. 電気・水・燃料等、資源やエネルギーの使用量削減に努めます。 

２. 廃棄物排出量の削減及び廃棄物の再利用を推進します。 

３. 化学物質使用量の削減（適正管理）を推進します。 

４. 環境に配慮した製品（またはサービス）を積極的に購入します。 

５. 地域のボランティア、教育活動に積極的に参加します。 

６. 環境関連法規等を遵守します。 

７. 本方針を全社員に周知徹底します。 

 

 
 
 

制定日：2022 年 5 月 31 日 
株式会社ニホンケミカル 

株式会社メタルプロ 
代表取締役社長 石田雅裕 
代表取締役専務 原田敦夫 
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実施体制図及び役割・責任・権限表 

 
代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任 

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、
技術者を準備 

・環境管理責任者を任命 
・経営における課題とチャンスの明確化 
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知 
・環境経営目標・環境経営計画書を承認 
・代表者による全体の評価と見直しを実施 
・環境経営レポートの承認 

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理 
・環境関連法規制等の取りまとめ表を承認 
・環境経営目標・環境経営計画書を確認 
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口 
・緊急事態対応手順のテスト、訓練の指導及び総括 

代表者 社長

石田雅裕

総務部

大石

本社工場

工場長 泉谷具秀/内畠係長
第二工場

工場長 泉谷具秀/内畠係長

環境事務局

延廣・松浦・大石

環境管理責任者

延廣学
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・環境経営計画の実施結果を代表者へ報告 
・環境経営レポートの確認 

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐 
・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実

施  
・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成 
・環境経営計画の実績集計 
・環境関連法規制等取りまとめ表の作成、遵守評価の実施 
・環境教育訓練計画の作成と実施の管理 
・環境経営レポートの作成、公開（事務所への備付けと地域事務局

への送付） 
部門長（部長、工場長） ・自部門における環境経営システムの実施 

・自部門における環境経営方針の周知 
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施 
・自部門に関連する環境経営の実施及び達成状況の報告 
・特定された項目の運用管理 
・自部門の環境上の緊急事態の想定と対応手順のテスト、訓練を

実施、記録の作成 
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施 

全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚 
・決められたことを守り、自主性・積極的に環境活動へ参加 
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4.環境経営目標と実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標 

環境経営目標 

基準値 
年度毎目標・達成手段 

（取組の自己チェックを踏まえて策定） 
（基準年度） 

2021 年度  
（2021.7〜2022.6） 

(△1％) 
2022 年度 

(2022.7〜2023.6) 

(△2％) 
2023 年度 

(2023.7〜2024.6) 

(△3％) 
2024 年度 

(2024.7〜2025.6) 
1）  電力使用量の節減 
    単位：kWh 

1,614,848 kWh 1,598,700 kWh 1,582,551 kWh  1,566,403kWh  

2）ガソリン使用量の節減 
 （自動車等燃料）  

  単位：Ｌ 
1,740 L 1,722 L 1,706 L 1,688 L 

3）軽油使用量の節減 
 （フォークリフト） 

単位：Ｌ 
402 L 398 L  394 L  390 L 

4）灯油使用量の節減 
 （ジェットヒーター） 

単位：Ｌ 
400 L 396 L  392 L 388 L 

5）LPG 使用量の節減 
   単位：kg 

6,731kg 6,663 kg 6,396kg  6,529kg  

Ⅱ．廃棄物の削減 
 

    
 

1）一般廃棄物の削減 
  単位：kg 

19,523 kg 19,328 kg 17,753 kg 17,572 kg 

2）産業廃棄物の削減 
   単位：kg 

154,256kg 152,713 kg 151,171 kg 149,628kg 

Ⅳ．化学物質使用量の削減 
  単位：kg 

 10,366kg 10,262kg  10,160kg 

 

化学物質の成分や過
去の使用量実績など
調査し、目標を定め
る 

 （前年比△1％）  （前年比△2％） 
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5.環境経営計画と取組結果その評価、及び次年度の環境経営計画 

環境目標 
年度 目標・実績 

（2022/7〜2023/6） 
達成手段 

6 月達成状況/是正策 

（実施責任者） 

①電力使用量の削減 ・基準年度実績  ・エアコンの温度管理 空調の空運転禁止や照明管

理 を 徹 底 して は いた が 、

SUS の 10 月以降の加工量

減や３月での機械撤去によ

る使用量減が大きい結果と

なった。 

５月以降太陽光発電設備の

設置により、次年度削減効

果が１年通して見込める  

  基準年度比削減率 1％  1,614,848 kWh  (冷房 28℃・暖房 20℃を目安) 

（単位：kWh） ・本年度年度目標  ・設備の空運転禁止 

   1,598,700 kWh  ・照明管理(未使用箇所の消灯) 

 1,268,136 kWh（〇）  

②ガソリン使用量の削減 ・基準年度実績  ・アイドリングストップ 営業課員の増員により、外

出 時 の 車 両使 用 頻度 が 増

え、超過の結果となった。 

増員での今期使用実績に対

し、次年度は削減を行う。 

  基準年度比削減率 1％ 1,740 L  ・急加速・急停車の防止 

（単位：L） ・本年度年度目標  ・効率的な移動 

  1,722 L  2,264Ｌ（✕）  
 

③軽油使用量の削減 ・基準年度実績 ・効率的な移動 塗料入荷時、ダスト、スクラ

ップ出荷時にフォークリフ

ト使用。物量も若干下がっ

た 事 に よ り使 用 減と な っ

た。社員それぞれ運転も違

う為、エコドライブ訓練も

必要。 

  基準年度比削減率 1％ 402 L ・適正な車両の整備 

（単位：L） ・本年度年度目標 ・エコドライブ 

  398 L   253Ｌ（〇）   

④灯油使用量の削減 ・基準年度実績 ・未使用時点火の抑制 加工量減による使用減や未

使用時の点火抑制を徹底し   基準年度比削減率 1％ 400 L   

（単位：L） ・本年度年度目標   削減となった。 

  396 L    259Ｌ（〇）   
 

⑤ＬＰＧ使用量の削減(事務所) ・基準年度実績 ・使用湯量の節減 休憩室のシャワー利用者が

増加により、本年度目標   基準年度比削減率 1％ 6,731 kg ・不要保温時間の短縮 

（単位：kg） ・本年度年度目標 ・冬時期の乾燥炉の使用 
を超過。休憩室を運転手に 

も開放している為、利用 

  6,663kg   8378Ｌ（✕）  時間短縮 増加になっている 
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①一般廃棄物の削減 ・基準年度実績 ・分別によるリサイクルの推進 SUS 工場の機械解体で出た

一般廃棄が超過している。   基準年度比削減率 1％ 19,523 kg ・ペーパーレス化 

（単位：kg） ・本年度年度目標 ・ミスコピーの防止 一月ではなく、分割で振り 

  19,328 kg 22,233 ㎏（✕） ・裏紙の活用 
分けて処分を行ったが、量

もある事が影響。 

②産業廃棄物の削減 ・基準年度実績 ・廃塗料の削減 加工量減により削減には 

なっている。 

集塵ダストがリサイクル 
  基準年度比削減率 1％ 154,256 kg ・集塵ダストの削減 

（単位：kg） ・本年度年度目標  （処理量によって増減が 
出来る事となり、産廃では 

無くなった為、廃塗料の 

  152,713 kg 135,724 ㎏(〇)  ある為処理量対比での削減） 削減を行っていく 

 

① 化学物質使用量の削減 ・本年度実績 ・化学物質の成分や過去の エコ塗料への転換を客先へ

提案も必要 （単位：kg）   10，366ｋｇ 使用量実績など調査し、目標を定める。 

 キシレン・トルエン・エチ

ルベンゼン 
・適正管理   

   使用量、在庫管理、識別表示、   

  
 

漏えい防止、施錠保管   

     

（年間活動計画）       

  環境教育   環境方針･目標･活動計画の周知 7 月:● 

  緊急事態対応訓練   火災対応訓練 3 月:● 

  環境関連法規等の遵守評価     9 月:● 

  代表者による全体の評価と見直し   9 月:● 

  環境活動レポート   作成と地域事務局への送付 9 月:●、6 月:● 

（年間活動計画）    

実績：●（実践）    

計画：○    

（注）2022 年 7 月〜2023 年 6 月の総二酸化炭素排出量は、692,386.55 ㎏-ＣＯ２である。2020 年度中国電力株式会社

の調整後排出係数 0.521 ㎏-ＣＯ２/kWh を用いた。 
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6.当社の取組・地域貢献 

 

 
2022 年度活動計画 
国道 2 号線沿い歩道の清掃活動 

② 4 月 1 日 
③ 7 月 29 日 
④ 10 月 15 日 
⑤ 12 月 28 日 
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7.環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果、並びに違反、訴訟などの有無 

法規制等の名称 
該当する要求事項 

（対応すべき事項） 

条項 遵守評価 

（法律、規則、施行令） 証拠 判定 

廃棄物処理法 

（排出事業者）  

委託基準：一廃収集業者の許可の確認 
法 2 条 3、 

令 4 条 4 
許可証 〇 

委託基準：産廃収集運搬・処理業者の許可の確

認、契約 
法 12 条の 4 契約書・許可証 〇 

保管基準 法 12 条 2 掲示板  

    掲示板：60cm×60cm 以上表示 則 8 条   〇 

  飛散・浸透防止       

  衛生管理       

マニフェスト交付 

 B2・Ｄ票 90 日、Ｅ票 180 日以内に送付されない     

場合は 30 日以内の知事への報告 

 A、B2、D、E 票の保管（5 年間）   

法 12 条の 3、法 12 条の

5、則 8 条の 20、則 8 条

の 26〜29、 

マニフェスト 〇 

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 法 12 条の 2 受講修了書 ― 

特別管理廃棄物の帳簿の作成 則 8 条の 18   ― 

多量排出事業者の報告（1000 トン／年以上） 
法 12 条、 

法 12 条の 2 
計画/報告書 ― 

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出 
法 12 条の 3 の 6、 

則 8 条の 27 
報告書 〇 

処理業者から処理困難の通知を受けた場合、30 日

以内に知事に「措置内容等報告書」による報告 
法 12 条の 3 の 8  通知書/報告書 ― 

処理の状況について確認の努力義務 法 12 条第 7 記録他   

自社による運搬時の表示、書類携行 則 7 条の 2 の２   ― 

PCB 特別措置法 

自らの責任において確実かつ適正に処理                      法 3 条  ― 

毎年度、保管及び処分の状況に関し府知事に届出 法 8 条 届出書控 ― 

譲渡及び譲受制限（解修） 法１１条   ― 
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浄化槽法 

設置または変更の届出 法 5 条 浄化槽設置票 〇 

保守点検・清掃 法 8 条〜10 条 検査結果書 〇 

定期検査 法 11 条 検査結果書 〇 

浄化槽保守点検業の登録 
法 45 条 

法 48 条 

登録証 ― 

浄化槽管理士 浄化槽管理士・免状 ― 

浄化槽清掃業の許可 法 35 条 許可証 ― 

帳簿の備え付け（5 年間） 法 40 条 帳簿 ― 

化 学 物 質 排 出 把 握 管 理 促 進 法

（PRTR 法） 

第 1 種指定化学物質取扱者は排出・移動量を報告

（年間取扱量１トン以上で従業員 21 名以上の場

合） 

法 6 条 報告書 

年間デー

タ収集後

報告予定 

性状及び取扱に関する情報（ＳＤＳ）の受取・発

行 
法 14 条 SDS 発行受取状況 〇 

高圧ガス保安法 

高圧ガス容器置場や充てん容器は、容器置場の技

術上の基準に従う。 

・容器の定期検査 

法 15 条、一般則 6 条 2

の 8、一般則 6 条 1 の 42 

法 44 条、容器保安規則 4

条 

現場確認 〇 

 
・第１種特定製品の管理者の判断の基準となるべ

き事項 
法 16 条 

点検(経産省,環境省

告示 13 号) 
実施中 

フロン排出抑制法 

・都道府県知事登録業者 

・充填に関する基準の遵守 
法 27 条   ― 

・フロン類の登録回収業者による適切な回収・費

用負担 

法４１条（旧法 2、4

条）、法７４条  

・点検整備記録簿 

・委託確認書 

・引取証明書 

― 

・第１種特定製品事前確認・発注者に対する事前

確認書交付・説明 

法 42 条 

・フロン類回収時の委託確認書交付と引取証明書

の保存（3 年間）・充てん量、回収量の記録保存

（点検整備記録簿） 

法 43 条（旧法 19 の 3） 

・引取証明書が 30 日以内に送付されない場合の 

知事への報告（解体時９０日） 

法 45 条 

（旧法 20 条の 2） 

オフロード法 ・基準に適合した特定特殊自動車の使用 法 17 条 表示 〇 
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消防法 

危険物製造・貯蔵・取扱の指定数量以上の 

許可申請 

製造所等の危険物保安監督者の届出 

法 10 条、11 条 

法 13 条 

資格の有無 

現場観察 
〇 

指定数量〇油○○〇以上 

地下タンクを有する給油取扱所の定期点検及び点

検記録の保存 

法 14 条の 3 の 2   ― 

危険物取扱者の都道府県知事が行う保安講習の受

講 
  危険物取扱者免状 〇 

危険物保安監督者の選任及び解任時の市町村への

届出  
法 48 条の 3   〇 

指定数量未満の危険物保管の扱い 法 9 条の 4   ― 

消防訓練の実施 
法 8 条の 1 

令 3 条の 2 

防火管理者栓選任届

出書 
― 

  
2023 年 3

月に実施 

指定可燃物の扱い 法 9 条の 4 現場観察 〇 

危険物第４類 法 10 条   ― 

消防設備の点検 法 17 条の 3 の 3   〇 

労働安全衛生法 

従業員の安全と作業環境の提供 法１条   〇 

労働安全に定める法律の遵守 法第 1 章〜第 12 章 
定期的な藤堂安全衛

生会議の実施 
〇 

有機溶剤 
法 57 条の１、 

法 65 条の 2 
  〇 

有機溶剤中毒予防則 
健康配慮 則 1 条、29 条〜31 条   〇 

有機溶剤主任者選任 則 19 条   〇 

労働基準法 労働基準法に定める法律の遵守 法第 1 章〜13 章   〇 

遵守評価の欄：確認した記録など記入 判定欄：○×（×の場合は問題点是正／予防処置票により解決を図る） 

主な環境関連法規等の一覧及びそれらの遵守状況を確認した結果、環境法規制への違反はありません。関係当局より違反等の指摘はありませ

ん。 
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8.代表者による全体の評価と見直し・指示 

目標・環境活動計画の達成状況 

目標項目 
目標値 

達成状況 

活動計画 

実施状況 
コメント 

電力使用量の削減 〇 △ 

SUS 加工 10 月から減、3 月には完全稼

働停止、またショット加工量の減。 

活動としては、エアコンの温度管理が 

出来ていないが、その他は実施。 

目標値以下を達成ではあるが、加工量 

が大きく影響している。 

5 月以降、太陽光設備の設置により、 

次年度も削減は見込める 

ガソリン使用量の削減 ✕ 〇 

営業職の人員増加により、外出時の車両 

利用が増加。それにより、ガソリンの使

用量の削減は未達。 

組織体制の変更もあり、今年度実績を基

に削減を実施。 

一般廃棄物の削減 △ 〇 

SUS 設備 2 基の解体により、一般廃棄

物の削減とはならず増加。 

次年度では、イレギュラーもなく、活動

を実施し削減。 

産業廃棄物の削減 〇 〇 

ショット加工量の減により目標値以下 

の達成にはなる。 

次年度では、集塵ダストが有価になり、

産廃では無くなる為、次年度の削減も 

見込める 

化学物質使用量の削減 △ △ 
今年度使用量を計測により、次年度から

その実績を基に削減を実施 

【今後の取組について環境管理責任者からの提案】 

産業廃棄物の削減については継続。一般廃棄物の紙⇒電子化は計画的に代替していかなけれ

ば成果は見えてこないため少しずつでも取組を。 

法的要求事項等の順守評価結果 保安基準の掲示、及び消防訓練の未実施 

是正処置及び予防処置の状況 ２０２３年３月に訓練実施 

前回までの代表者からの指示事項への対応状況 今回が初めてのためなし 



 16 / 16 
 

その他 なし 

 

 

 

 

２．代表者による全体の評価と見直し（作成：代表者）  

     

環境経営方針 
変更の必要性 □要 ■否 

【コメント】今年の 5 月に策定した環境方針を堅持する。 

目標・環境経営計画 
変更の必要性 □要 ■否 

【コメント】上記同様、6 月に策定した環境経営目標と計画を堅持する。 

実施体制 
変更の必要性 □要 ■否 

【コメント】特になし 

その他 
変更の必要性 □要 ■否 

【コメント】特になし 

総括 

当社は地球環境の保全が社会共通の重要課題であることを認識し、より豊かな社会の発展に貢献する為、今年の

7 月よりエコアクション２１に取り組み始めました。まずは全社員に取り組みを理解してもらい取り組みへの参

加を促すようにしていく必要があると考えます。 

 


